
津
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域
（
熱
海
市
、
三
島
市
、
伊

市
、下
田
市
、伊
豆
市
、伊
豆
の
国
市
、賀
茂
郡
及
び
田
方
郡
を
除
く
。）

津
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域
（
熱
海
市
、
三
島
市
、
伊

市
、下
田
市
、伊
豆
市
、伊
豆
の
国
市
、賀
茂
郡
及
び
田
方
郡
に
限
る
。）

沼
津

伊
豆

」
を

「

沼
津
自
動
車
検
査
登
録
事

務
所

沼
津
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域
（
熱
海
市
、
三
島
市
、
富

士
宮
市
、
伊
東
市
、
富
士
市
、
御
殿
場
市
、
下
田
市
、
裾
野
市
、
伊
豆

市
、
伊
豆
の
国
市
、
賀
茂
郡
、
田
方
郡
、
駿
東
郡
（
小
山
町
に
限
る
。）

及
び
富
士
郡
を
除
く
。）内

沼
津
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域
（
熱
海
市
、
三
島
市
、
伊

東
市
、
下
田
市
、
伊
豆
市
、
伊
豆
の
国
市
、
賀
茂
郡
及
び
田
方
郡
に
限

る
。）内

沼
津
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域
（
富
士
宮
市
、
富
士
市
、

御
殿
場
市
、
裾
野
市
、
駿
東
郡
（
小
山
町
に
限
る
。）及
び
富
士
郡
に
限

る
。）内

沼
津

伊
豆

富
士
山

」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
注
\
中「

陸
運
支
局
」

を「
運
輸
監
理
部
、
運
輸
支
局
」
に
改
め
、
同
様
式
注
\
の
表
中「

山
梨

Ｙ
Ｎ

」

を 「
山
梨

Ｙ
Ｎ

富
士
山

Ｙ
Ｎ
Ｆ
」

に
、

「
伊
豆

Ｓ
Ｚ
Ｉ
」

を 「
伊
豆

富
士
山

Ｓ
Ｚ
Ｉ

Ｓ
Ｚ
Ｆ
」

に
改
め
る
。

平成™—年˜—月š˜日 金曜日 (号外第™šŸ号)官 報

（
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三

十
九
年
運
輸
省
令
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
道
路
運
送
車
両
法
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
又
は
指
定
を
受
け
た
車

両
番
号
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
自
動
車
登
録
規
則
第
十
三
条
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規

則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
第
三
十
六
条
の
十
七
、
第
三
十
六
条
の
十
八
若
し
く
は
第
六
十
三
条

の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
基
準
に
適

合
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
公
園
管
理
者
の
権
限
を
代
行
し
た
場
合
に
お
け
る
公

園
管
理
者
へ
の
通
知
）

第
三
条

令
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
事
項
を
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

都
市
公
園
法（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）

第
五
条
第
一
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
行
っ
た
場
合

次
に
掲
げ

る
事
項

イ

許
可
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名

ロ

許
可
に
係
る
公
園
施
設
の
設
置
若
し
く
は
管
理

又
は
都
市
公
園
の
占
用
の
目
的
、
期
間
及
び
場
所

ハ

許
可
に
係
る
公
園
施
設
又
は
都
市
公
園
法
施
行

令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
号
）
第
十

三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
占
用
物
件
の
構
造

二

都
市
公
園
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
行
っ

た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

協
議
の
相
手
方
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び

住
所

ロ

協
議
に
係
る
都
市
公
園
の
占
用
の
目
的
、
期
間

及
び
場
所

ハ

協
議
に
係
る
都
市
公
園
法
施
行
令
第
十
三
条
第

一
号
に
規
定
す
る
占
用
物
件
の
構
造

三

都
市
公
園
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

協
定
を
締
結
し
た
場
合

協
定
の
相
手
方
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
代
表

者
の
氏
名

四

都
市
公
園
法
第
二
十
六
条
第
二
項
又
は
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
必
要
な
措
置
の
命
令
を
行
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

命
令
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並

び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名

ロ

命
令
の
内
容

五

都
市
公
園
法
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
処
分
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
監
督

処
分
」
と
い
う
。）を
行
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事

項イ

監
督
処
分
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名

ロ

監
督
処
分
の
内
容

２

前
項
第
三
号
の
協
定
を
締
結
し
た
認
定
市
町
村
は
、

令
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
園
管
理
者
に
通
知

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
協
定
又
は
そ
の
写
し
を

併
せ
て
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け

る
行
為
の
届
出
）

第
四
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う

も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

土
地
の
区
画
形
質
の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲

げ
る
図
面

イ

当
該
行
為
を
行
う
土
地
の
区
域
並
び
に
当
該
区

域
内
及
び
当
該
区
域
の
周
辺
の
公
共
施
設
を
表
示

す
る
図
面
で
縮
尺
千
分
の
一
以
上
の
も
の

ロ

設
計
図
で
縮
尺
百
分
の
一
以
上
の
も
の

二

建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
（
以
下
「
建
築
物
等
」

と
い
う
。）の
新
築
、
改
築
、
増
築
若
し
く
は
移
転
又

は
用
途
の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
図
面

イ

敷
地
内
に
お
け
る
建
築
物
等
の
位
置
を
表
示
す

る
図
面
で
縮
尺
百
分
の
一
以
上
の
も
の

ロ

都
市
緑
地
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二

号
）
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の

緑
化
施
設
の
位
置
を
表
示
す
る
図
面
（
歴
史
的
風

致
維
持
向
上
地
区
整
備
計
画
に
お
い
て
建
築
物
の

緑
化
率
の
最
低
限
度
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に

限
る
。）で
縮
尺
百
分
の
一
以
上
の
も
の

〇
国
土
交
通
省
令
第
九
十
一
号

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十
号
）
第
二
十
五
条
第

二
項
、
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
地
域
に

お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
三
十
七
号
）
第
二
条
第

一
号
ハ
、
第
七
条
第
二
項
及
び
第
十
五
条
第
三
号
の
規
定

に
基
づ
き
、
国
土
交
通
省
関
係
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風

致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

一
義

国
土
交
通
省
関
係
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の

維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
形
成
に
寄
与
す
る
施

設
）

第
一
条

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。）第
二

条
第
一
号
ハ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
休

憩
所
、
舟
遊
場
、
弓
場
、
記
念
碑
、
時
計
台
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
地
域
に
お
け
る
歴
史
的

風
致
の
形
成
に
寄
与
す
る
も
の
と
す
る
。

（
都
市
公
園
の
管
理
の
公
示
）

第
二
条

市
町
村
は
、
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維

持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）

第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
公
園
の
維
持

等
を
行
お
う
と
す
る
と
き
、
及
び
都
市
公
園
の
維
持
等

を
完
了
し
た
と
き
は
、
都
市
公
園
の
名
称
及
び
位
置
、

公
園
施
設
の
種
類
、
名
称
及
び
設
置
の
場
所
（
公
園
施

設
の
新
設
、
増
設
若
し
く
は
改
築
を
行
お
う
と
す
る
と

き
、
及
び
当
該
行
為
を
完
了
し
た
と
き
に
限
る
。）並
び

に
都
市
公
園
の
維
持
等
の
開
始
の
日
（
都
市
公
園
の
維

持
等
を
完
了
し
た
と
き
に
あ
っ
て
は
、
当
該
都
市
公
園

の
維
持
等
の
完
了
の
日
）
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。
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